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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤外線ガス分析器（１２）と、赤外線ガス分析器（１２）とガス導管を介して連通され
る、非ガス選択性である二次ガスセンサ（１４）と、が分析するガス成分を検知する方法
であって、
　前記赤外線ガス分析器（１２）による測定信号が、所定の閾値を下回る場合であって、
前記赤外線ガス分析器（１２）及び前記二次ガスセンサ（１４）の双方の測定信号が、前
記ガス成分に一致又は時間的に一致する場合、分析されたガス成分が特定のガス成分のみ
であるとして検知する方法。
【請求項２】
　前記閾値は、前記赤外線ガス分析器（１２）により測定される特定の加速度に対応する
、電気信号振幅である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記赤外線ガス分析器（１２）からの前記測定信号が、特定のガス成分が０ｐｐｍであ
ることを示した場合、前記赤外線ガス分析器（１２）からの前記測定信号は、前記二次ガ
スセンサ（１４）の現在の０ｐｐｍ基準値を決定するための基準信号として採用される、
請求項１又は２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、非分散型赤外線吸収検知器(ＮＤＩＲセンサ)等の赤外線ガス検知システムに
関する。
【０００２】
　赤外線ガス分析器は、ガス試料を通過する赤外線を検知する。典型的には、ＩＲガス分
析器は、赤外線源、ガス入口及びガス出口を有するキュベット等の測定部及び赤外線セン
サを備える。赤外線源は、赤外線を発し、赤外線は測定部を通過し、測定部に含まれるガ
ス試料を通過する。赤外線センサは、ガス試料を通過した赤外線を受信し感知する。ＮＤ
ＩＲセンサは、分析対象のガスを通過した赤外線中の一つ又は複数の波長帯での赤外線量
を測定する。ＮＤＩＲセンサの選択性は、各測定対象のガス特有の吸収線に合った適切な
波長帯を選択することで決定される。測定原理は、特定のガス成分が赤外線を吸収すると
いう事実に基づいている。吸収範囲は、赤外線ガス分析器により検知される。
【０００３】
　赤外線センサは、入射した赤外線エネルギーの変動の大きさを電気信号に変換する。ピ
エゾ材料を用いるＩＲセンサもあり、焦電センサとして知られている。ピエゾ材料は、入
射した赤外線を吸収し、入射した赤外線が温度変化を引き起こし、温度変化は次に材料に
亘って一時的に電位を誘発する。この電位は、入射した赤外線の強度の変化の測定に利用
できる。
【０００４】
　従って、このような赤外線センサは、一般的に加速度や圧力変化といった異なる種類の
機械的ストレスにも反応する。この現象はマイクロフォニーと称される。マイクロフォニ
ー現象は多くの場合、検知可能なガス濃度の下限を決定する。ＩＲセンサの測定信号が一
定の振幅を下回る場合は、測定信号が、特定のガス成分に由来するのか、ガスに起因しな
い運動や振動といった機械的ストレスに由来するのかが判定できなくなるからである。こ
れは、赤外線ガス分析を採用する携帯又は手持ち型検知器特有の問題である。典型的にＩ
Ｒシステム変調に使用される周波数スペクトラムにおいて、検知器を携行する作業者の歩
行移動は、有意な強度を有している。検知器プローブが縁石などの障害物にぶつかると、
赤外線ガス分析器からの電気測定信号の振幅となって、その振幅が特定のガス成分による
ものと誤解釈されるおそれがある。
【０００５】
　本発明の根本的な課題は、赤外線ガス分析を採用するガス検知システムの精度及び感度
を上げることにある。
【０００６】
　本発明のガス検知システムは、独立請求項１に定義される。本発明の方法は、独立請求
項５に定義される。
【０００７】
　請求項１によれば、本発明の赤外線ガス検知システムは、ガス入口と、前記ガス入口に
接続される赤外線ガス分析器と、前記ガス入口に接続される二次ガスセンサとを備える。
前記システムはさらに評価装置を備える。前記評価装置は、双方の赤外線測定信号及び二
次測定信号がガスの種類と一致する場合のみ、特定の種類のガスが特定されるよう、前記
赤外線ガス分析器と前記二次ガスセンサの双方からの前記測定信号を評価する。前記赤外
線ガス分析器は、先行技術において公知の種類の分析器であってもよい。前記二次ガスセ
ンサは、機械的な加速度、運動又は振動に対する感度が赤外線ガスセンサより低い、どの
種類の公知のガスセンサであってもよい。特に、前記二次センサは特定の種類である必要
はなく、完全な非選択型も使用可能である。前記二次センサは加速度に影響されなければ
よく、又は少なくとも前記赤外線ガス分析器より加速度による影響が少なければよい。こ
のように、概ねどの特定の種類のガスであっても二次センサが信号を発生するであろう。
二次センサはこのように、加速度に影響される赤外線ガス分析器による信号発生と同じタ
イミングで信号を発生させるために使用される。ガス選択的な赤外線信号と非ガス選択的
な二次センサとの時間的な一致は、赤外線ガス分析器により生成された信号が機械的な加
速度によるものではなく、ＩＲガス分析器からの信号に対応するガス、すなわち、ガスの
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種類によるものであることを示している。
【０００８】
　たとえば、赤外線ガス分析器は、焦電赤外線センサと、圧電センサ又は加速度、運動又
は振動を感知するその他の種類のセンサとを備えてもよい。二次ガスセンサは、少なくと
も１つの金属酸化物半導体（ＭＯＳ）センサ、ＳｎＯ２センサ、触媒ゲート電界効果セン
サ、電気化学センサ、熱伝導センサ、カーボン・ナノチューブセンサ及び／又はグラフェ
ンセンサを備えてもよい。
【０００９】
　典型的には、前記赤外線ガス分析器は、赤外線源と、前記ガス入口に接続される入口と
出口とを有する吸収キュベットとを備え、前記赤外線センサは、前記赤外線源により生成
され、前記吸収キュベットを通過する赤外線を検知する。
【００１０】
　請求項５によると、上述した通り及び請求項で定義された通り、赤外線ガス分析器及び
二次ガスセンサで分析するガス成分を検知する本発明の方法は、ガス成分を分析し、両赤
外線ガス分析器及び二次ガスセンサからの測定信号が前記ガス成分と一致する場合、分析
されたガス成分が特定のガス成分のみであるとして検知する。換言すると、ＩＲガス分析
器及び二次ガスセンサが共に、同時に又は狭い時間帯内に信号を発生する場合、このタイ
ミングの一致は、赤外線ガス分析器が、機械的な振動、加速度又は運動に反応した可能性
を排除し、ガスに反応したことを示すのに使用される。特定のガス又は特定のガス成分に
対する高い選択性によって、ガスの種類が、ＩＲガス分析器の選択性により判定可能であ
る。
【００１１】
　概して、ＩＲガス分析器及び二次ガスセンサそれぞれが、重複したガス範囲において反
応することもありうる。両センサが反応する場合、ガスが重複した範囲内であると判定し
てもよい。
【００１２】
　赤外線ガスセンサからの測定信号が所定の閾値を下回る場合、二次ガスセンサからの測
定信号は、特定のガス成分の検知のみに用いられてもよい。前記閾値は、赤外線センサに
より測定された特定の加速度に対応する電気信号振幅であってもよい。閾値は、所定の閾
値を超える赤外線ガスセンサからの測定信号が十分に特定のガス成分を特定するように選
択されてもよい。閾値を超えると特定のガス成分により引き起こされる信号と十分に相違
するよう、想定外の機械的振動による赤外線ガスセンサからの測定信号が十分低くなるよ
うにしてもよい。
【００１３】
　赤外線センサからの測定信号が特定のガス成分の０ｐｐｍを示した場合、二次センサ用
の基準信号として、赤外線ガス分析器からの測定信号が採用されてもよい。これにより、
二次センサを使用した、容易かつ安全なリアルタイムのゼロ点校正が可能になる。
【００１４】
　本発明は、二次ガスセンサとともに赤外線ガス分析器により分析されたガスを分析する
という着想に基づいている。二次ガスセンサは、赤外線ガスセンサよりも、機械的な加速
度、運動又は振動に対する感度が低い。二次ガスセンサの選択性は、赤外線ガス分析器よ
りも低い。よって、二次センサは数種類のガス成分に反応する。典型的に、二次ガスセン
サが特定のガス成分に反応し所定の閾値を超える測定信号を発生すると、この測定信号が
どのガス成分により引き起こされたか判定することはできない。
【００１５】
　一方、赤外線ガス分析器は、二次センサより優れた選択性を有する。しかしながら、赤
外線センサが、ある閾値を下回る測定信号振幅を発生した場合、この信号振幅が特定のガ
ス成分によるものか、機械的な加速度又は圧力変化によるものなのかを判定することはで
きない。そこで、二次ガスセンサからの測定信号が、試験対象のガス成分がこの閾値を下
回るかどうかの判定に用いられる。この閾値は選択性閾値とも称される。
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【００１６】
　本発明の一実施形態によれば、二次センサは、赤外線ガス分析器により先に分析された
ガス成分を分析する。この選択性閾値を超える場合は、機械的な加速度又は圧力変化は、
赤外線センサの測定信号に重大な影響を与えない。これは、歩行中の作業者又は縁石との
衝突による振動等、手持ちでの測定時に発生する、典型的な機械的な加速度又は振動に関
する。
【００１７】
　本発明の利点は、赤外線センサの高い選択性と、二次センサの加速度及び圧力変化に対
する低い感度を組み合わせた点にある。複数のガス成分に反応する二次センサの不利な点
は、測定信号の選択性が高い赤外線センサにより克服される。両センサが同時に又はシス
テムの時定数により判定される遅れ以内で反応する場合、ガス信号は、縁石との衝突又は
その他の機械的な加速度以外の要因で検知されたことを示す。赤外線センサ及び二次ガス
センサが共に一定の閾値を超える測定信号を発生した場合、赤外線センサからの測定信号
は、ガスを特定するために使用できる。
【００１８】
　両センサ間の反応の遅れは、システムの時定数により判定される。遅れは、２つのセン
サ間の試料の搬送に要する時間及び流れ方向に関する第２位置に設置されたセンサ、すな
わち２つのセンサのうち下流側に設置されるセンサの反応時間により判定される。遅れは
、以下の通り算出できる。

Δtは、ガス流れ方向の位置にちなんで名付けられた、第１及び第２センサによって示さ
れる信号間の遅れ時間である。
ＶTransportは、ガス試料を第１センサ位置から第２センサ位置に導く導管の内容積を立
方センチメートル（ｃｃｍ）で示す。
φSampleは、前記導管内を移動する試料ガスの流量をｃｃｍ／秒で示す。
τ2は、第２センサ（流れ方向で第１センサ以降に設置）の反応時間である。
【００１９】
　実用上の理由から、この遅れは、できる限り小さく保つ必要があり、好ましくはシステ
ム全体の高速反応時間に対して１秒未満である。典型的な達成可能な遅れ時間は、センサ
の種類及びシステムアーキテクチャによるが、０.２秒乃至３秒の範囲である。
【００２０】
　本発明の実施形態を、図面を参照しながら説明する。
【００２１】
　ガス検知システム１０は、赤外線ガス分析器１２と二次ガスセンサ１４とを備える。赤
外線ガス分析器１２及び二次ガスセンサ１４は共に、同一の試料ガス入口１６からの同一
のガス試料を分析する。試料ガス入口１６及び基準ガス入口１８は、手持ち型のガス検知
器プローブの一部であってもよい。当該概念は米国特許公報ＵＳ７,０３０,３８１Ｂ２に
記載されており、本内容は参照することにより本明細書中に組み込まれる。基準ガス入口
１８及び試料ガス入口１６は、共に分離したガス導管２２、２４を介してガス調整弁２０
に接続される。ガス調整弁２０は、基準ガス入口１８起源の基準のガス導管２２と、試料
ガス入口１６起源の試料ガス導管２４とを切り換える。ガス調整弁２０は、ガス導管２２
、２４のいずれかを主ガス導管２６に接続し、分析対象のガスは、主ガス導管２６を通じ
赤外線ガス分析器１２及び二次ガスセンサ１４に搬送される。当然のことながら、本発明
は試料ガス入口のみを備え、基準ガス入口又はガス調整弁を有さないシステムにも使用で
きる。
【００２２】
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　主ガス導管２６は、ガスを赤外線ガス分析器１２に搬送する試料真空ポンプ２８を備え
る。試料ポンプ２８によって圧送されるガスは、主ガス導管２６を通じて、赤外線ガス分
析器１２の吸収キュベット３０の入口２９に導入される。ガスは、出口３２を通じて吸収
キュベット３０から排出される。赤外線源３４は、吸収キュベット３０の一端に配置され
、光学ウインドウ３５の近傍をガスが通過する吸収キュベット３０の全体のボリュームか
ら離間している。吸収キュベット３０の他端には、光フィルタ３９と赤外線センサ３６が
配置され、光学ウインドウ３７の近傍をガス試料が通過する吸収キュベット３０の全体か
ら離間している。光学ウインドウ３５、３７はＳｉ、Ｇｅ又はＣａＦ２から製造されても
よく、赤外線源３４からの赤外線放射のため透明である。このように、光学ウインドウ３
５、３７は、赤外線源３４、３６、３９をガス流路から隔てる。光フィルタ３９は、光学
ウインドウ３７を通過し、赤外線センサ３６によって検知される波長の範囲を、メタンな
どの検知対象ガスの固有波長に制限する二色性フィルタ若しくは干渉フィルタであること
が好ましい。概して光フィルタ３９は、赤外線の波長範囲を、検知対象ガスの波長を含み
、他のガス特有の波長を含まない波長範囲に制限する。
【００２３】
　赤外線源３４からの赤外線は、光学ウインドウ３５を通じて吸収キュベット３０の全体
のボリューム内に放射され、キュベットを通過中のガス試料を通過し、その後光学ウイン
ドウ３７と光フィルタ３９とを通過し、赤外線センサ３６で受信される。赤外線センサ３
６は、受信した赤外線の波長帯に対して電気信号を発生する焦電センサである。
【００２４】
　試料真空ポンプ２８は、二つのセンサ１２、１４を接続する、ライン３８内に設置され
得る。あるいは、試料真空ポンプ２８は、二次ガスセンサ１４以降に設置され得る。試料
真空ポンプ２８を、試料ガス入口１６と赤外線ガス分析器１２の間の主ガス導管２６内に
配置する利点は、試料採取プローブの様々な制約に起因するキュベットの圧力低下が回避
できる点にある。
【００２５】
　出口３２を出たガス試料は、二次ガス導管３８を通じ、二次ガスセンサ１４の二次入口
４０に導かれる。二次ガスセンサ１４は、特定のガス成分に対しては非選択性である。二
次ガスセンサ１４は、ガス又はガス成分のより広い範囲に対して電気信号を発生する。
【００２６】
　本発明の主な着想は、二次ガスセンサ１４が赤外線ガス分析器１２よりガスの選択性が
低いことにあり、両センサ３６、１４の反応の時間的な一致は、ガスが赤外線ガス分析器
１２の反応を引き起こしたという指標として使用される。
【００２７】
　図示しない評価装置は、両赤外線ガス分析器１２及び二次ガスセンサ１４から測定信号
を受信する。赤外線ガス分析器１２からの測定信号が所定の測定閾値又は選択性閾値を下
回る場合、当該信号が特定のガス成分、もしくは機械的な加速度又は振動によるものなの
かが判断できない。この場合、評価装置が、二次ガスセンサ１４が発生させた測定信号を
評価する。二次ガスセンサ１４からの測定信号がある閾値を超え、両センサ１４、３６か
らの測定信号が、ある種類のガスと適合又は合致した場合、この種類のガスは、ガス検知
システム１０に検知されると考えられる。
【００２８】
　たとえば、二次ガスセンサ１４は非選択性であるため、二次ガスセンサ１４からの測定
信号は、４つの異なるガス成分Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤのいずれかにより生成される場合がある
。これは、二次ガスセンサ１４が、どの種類のガスが存在しようとも、いずれかの当該ガ
スの有無を検知することを意味する。本例では、二次ガスセンサ１４がガス成分Ａ、Ｂ、
Ｃ又はＤに反応するかどうかは判定できない。しかしながら、赤外線ガス分析器１２が、
機械的ストレス又はガス成分Ａに起因する機械的な加速度又は圧力変化に対して選択的で
ある場合に、赤外線ガス分析器１２及び二次ガスセンサ１４が共に測定信号を発生した場
合、ガス成分Ａが検知されたことを意味している。
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【００２９】
　本発明の主要な利点は、二次ガスセンサ１４が完全に非ガス選択性であることにある。
一般に、二次ガスセンサ１４が発生した信号は、赤外線ガス分析器１２が、ガス又は加速
度又は運動に反応するかどうかを判定する目的のみに使用される。二次ガスセンサ１４は
、ガスの種類を特定するために使用されるのではなく、赤外線ガス分析器１２が、想定外
の運動又は加速度に反応する選択肢を排除するために使用される。ガスの種類は、赤外線
ガス分析器１２自身の選択性により判別されてもよい。このように、赤外線ガス分析器１
２と二次ガスセンサ１４の反応の時間的な一致性は、本発明の主な重要事項である。
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